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 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2013 年 5 月 24 日付で、財政部と国家税務総局から、「全国において展開する交通運輸業と一部現代

サービス業の営業税の増値税課税改正実験の租税政策に関する通知」(財税[2013]37 号)が発布され、

2013年8月1日より中国全土で交通運輸業及び一部の現代サービス業は営業税から増値税へ変更さ

れることとなります。 

広東省では財税[2012]71 号により 2012 年 11 月より増値税が試行されておりましたが、今回の財税

[2013]37 号の施行に伴い、その制度が廃止となります。そのため、日新倉運（深圳）貨運代理有限公

司では、2013 年 8 月 1 日以降の海上運賃・航空運賃及び諸チャージに対して増値税（６％）及び付加

税をご請求させていただくことなりました。ご理解の程何卒宜しくお願いいたします。 

 

尚、中国関係当局より税制制度に関する新たな制度通達がある場合や本公布に変更等が加えられま

した際には、改めてお知らせさせていただきます。 

 

 

 

日新倉運（深圳）貨運代理有限公司 

日新運輸倉庫（香港）有限公司 

 

2012 年 7 月 30 日 

 


